
地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　 幹線補助に位置付けた路線については、いずれも沿線地域の住民の通勤・通学、通院等に利用され、日常生活に
必要不可欠な路線であり、今後も確保維持する必要があります。しかし、現状では事業者が単独で維持することが困
難な地域間幹線系統であり、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要があります。
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